
軽
自
動
車
税 （
種
別
割
） 

納
税
証
明
書

郵
送
を
廃
止
し
ま
す

令
和
5
年
（
2
0
2
3
年
）
1
月
か

ら
始
ま
っ
た
軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
の

納
税
確
認
の
電
子
化
に
伴
い
、
車
検
時
の

納
税
証
明
書
の
提
示
が
原
則
不
要
と
な
っ

て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
、
口
座
振
替
に
よ
り
軽
自
動

車
税
（
種
別
割
）
を
納
付
し
て
い
た
だ
い

た
方
へ
の
納
税
証
明
書
の
郵
送
を
廃
止
し

ま
す
。
な
お
、
電
子
化
に
対
応
し
て
い
な

い
二
輪
小
型
自
動
車
（
2
5
0
㏄
超
）
に

関
し
て
は
、
例
年
ど
お
り
郵
送
し
ま
す
。

問

税
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

住
ま
い

◆
◆
◆

不
良
空
き
家
除
却
に
か
か
る

補
助
金
制
度

住
宅
な
ど
の
空
き
家
で
、
倒
壊
な
ど
の

恐
れ
の
あ
る
危
険
な
建
物
を
解
体
す
る
所

有
者
な
ど
に
対
し
、
撤
去
費
用
の
一
部
を

補
助
す
る
制
度
で
す
。

●
申
請
で
き
る
人

・
空
き
家
の
所
有
者

・
空
き
家
の
所
有
者
の
相
続
人

・
空
き
家
の
所
有
者
の
同
意
が
得
ら
れ
て

い
る
土
地
所
有
者

●
補
助
対
象
と
な
る
空
き
家
／
町
内
に
あ

る
個
人
所
有
の
住
宅
で
、
町
か
ら
不
良

空
き
家
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
延
べ

床
面
積
の
半
分
以
上
を
住
居
と
し
て
使

用
し
て
い
た
も
の
）

※
事
前
に
不
良
空
き
家
の
認
定
を
受
け
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。
町
が
実
施
す
る
住

宅
の
不
良
度
判
定
で
評
価
が
基
準
以
上

と
な
る
空
き
家
が
認
定
さ
れ
ま
す
。

※
同
一
敷
地
内
に
居
住
者
が
い
な
い
土
地

で
あ
る
こ
と
な
ど
、条
件
が
あ
り
ま
す
。

●
補
助
対
象
工
事

・
認
定
さ
れ
た
不
良
空
き
家
お
よ
び
そ
の

敷
地
内
に
あ
る
全
て
の
工
作
物
を
除
却

す
る
こ
と
。

・
有
田
川
町
内
に
本
店
を
置
く
事
業
者
に

請
け
負
わ
せ
る
工
事
で
あ
る
こ
と
。

●
補
助
金
の
額
／
除
却
費
用
の
3
分
の
2

（
上
限
50
万
円
）

※
家
財
道
具
や
塀
、
樹
木
な
ど
対
象
建
物

以
外
の
撤
去
処
分
費
用
は
対
象
外
。

●
申
請
受
付
場
所
／
建
設
課
（
吉
備
庁

舎
）、
清
水
行
政
局
建
設
環
境
室

●
申
請
受
付
期
間
／
5
月
8
日
（
月
）
～

12
月
22
日
（
金
）

※
役
場
開
庁
日
時
に
伴
う

※
期
間
中
で
あ
っ
て
も
、
予
算
上
限
に
達

し
次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

※
着
工
後
の
申
請
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。

※
そ
の
他
諸
条
件
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問

建
設
課
（
吉
備
庁
舎
）

まちのデータ
（令和 5年（2023 年）3月末日現在）

人口 2万 5,518 人
男 1万 2,069 人
女 1万 3,449 人

1 万 694 世帯

吉 備 庁 舎
  52－2111金 屋 庁 舎

清水行政局

環 境 セ ン タ ー 52 − 5384
プ ラ ス チ ッ ク 収 集 場 52 − 7855
休 日 急 患 診 療 所 52 − 4882
有 田 聖 苑 52 − 3055
子 育 て 支 援 センター { 52 − 5474

090-7966-1697
有田川町 少 年 センター 52 − 8744

相 

談

◆
◆
◆

5
月
の
行
政
相
談

●
5
月
25
日
（
木
）

・
き
び
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　

13
時
30
分

～
16
時

問

総
務
課
（
吉
備
庁
舎
）

税 

金

◆
◆
◆

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会
・

登
録
申
請
手
続
き
の
相
談
会
を
開
催

令
和
5
年
（
2
0
2
3
年
）
10
月
か

ら
導
入
さ
れ
る
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

の
概
要
の
説
明
会
お
よ
び
登
録
申
請
手
続

き
の
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時
／
5
月
24
日
（
水
）
10
時
～
11
時

●
場
所
／
公
益
社
団
法
人
湯
浅
納
税

協
会 

3
階
会
議
室
（
湯
浅
町
湯
浅

2
4
3
0
番
地
77
）

●
定
員
／
20
人
（
先
着
順
）

※
申
し
込
み
が
必
要

●
申
し
込
み
先
／
湯
浅
税
務
署 

法
人
課

税
部
門　

☎
６
３
‐
5
4
0
6
（
直

通
）

●
主
催
／
湯
浅
税
務
署
.
公
益
社
団
法

人
湯
浅
納
税
協
会

問

湯
浅
税
務
署 

法
人
課
税
部
門　

　

☎
６
３
‐
5
4
0
6

｝
城 山 出 張 所 23 − 0001
粟 生 連 絡 所 22 − 0351
五 郷 出 張 所 22 − 0254
安 諦 出 張 所 26 − 0001
水 道 課 52 − 5356
下 水 道 課 53 − 1031
ＡＬＥＣ（ ア レッ ク ） 52 − 4730

交通事故発生件数
（3月中、物損含む）

有田川町 33 件
死者 0人　負傷 0人

有田湯浅警察署調べ

お知らせお知らせ

422広報ありだがわ　2023.5


